
報道発表資料

報道機関各位
令和５年３⽉ 15⽇

三条市

３月 21 日（火・祝）に「令和４年度三条市二十歳を祝う会」を執り行います。

令和４年４月に改正民法が施行され、成人年齢が 18 歳に引き下げられたこと

により、「成人式」の名前を改め、「二十歳を祝う会」としての初めての開催です。

また、実行委員会によるアトラクションを４年ぶりに実施します。

【本件のポイント】

●「令和４年度三条市二十歳を祝う会」を開催。938 人が対象

●「成人式」改め「二十歳を祝う会」として初の開催

●実行委員会によるアトラクションを４年ぶりに実施

【本件の概要】

１ とき ３月 21 日（火・祝）

受付 正午～午後０時 50 分

式典 午後１時

アトラクション 午後 1時 30 分

記念写真撮影 午後２時 15 分～３時

２ ところ 燕三条地場産業振興センターメッセピア 多目的大ホール

３ アトラクションについて

19 歳から 21 歳の三世代 17 人による実行委員会が、「SANJO×FAMILY ～

二十歳お祝いするます～」をキャッチコピーに、参加者全員が楽しめるク

イズを実施します。

４ 対 象

平成 14 年４月２日から平成 15 年４月１日までに生まれた方（合計 938

人）

５ その他

御取材いただける際には、会場内では報道関係者であることが分かる腕

章等の着用をお願いします。

成人年齢引下げ後初となる

「令和４年度三条市二十歳を祝う会」を開催

【問合せ】三条市市民部 生涯学習課 生涯学習推進係 大内

電話：0256-47-0048


